
-1- 

【施工パッケージの説明資料】 

1.施工パッケージとは？ 

国交省が平成24年10月以降に入札を行う土木工事に採用した新しい積算方法になります。 

 

適用時期：平成24年10月1日以降に入札を行う工事 

適用範囲：平成24年10月1日からは作成した63施工パッケージを適用しました。 

平成25年10月1日からは、3工事区分(舗装、道路改良、築堤、護岸)及び6工事区分(道路維持、修繕、 

河川維持、修繕、砂防堰堤、電線共同溝)の主要工種に146施工パッケージを新たに追加しました。 

 

国交省が採用している施工数：209施工パッケージ 

（※）63施工パッケージで、約4600単価になります。 
 
 
 

2.施工パッケージの目的 

今までの積算方法は労力が必要だったり、積算事態が難しかったり、積算価格が下がり続けるなどの 

問題が有った為、「労力を減らす」、「積算を簡素化する」などが目的となっています。 
 
 
 

3.頂の施工パッケージの使い方、計算例 

①下記は鳥取県の設計書です。 

 

「図中①」には施工パッケージの条件が有り、「図中②」には「SPK13040001 0」と書いてあり

ます。これは施工パッケージの単価の意味になります。「SPK」から始まる物は施工パッケージ使い

ます。では、「掘削」の明細を見た上で、実際に頂で作ってみます。 
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②掘削の明細・頂での施工パッケージの使い方 

構成比を見ると、バックホウが47.66、特殊運転手が31.35、軽油が20.99となっています。 

構成比は役所の色々な根拠を元に計算した上で発表しています。 

 

 
 
 

③単価適用地区を「010 米子10」に設定します。 

設計書から単価検索を起動し、下記の図の通りに操作を行います。 

 

掘削の場合は「土質」や「押土の有無」の選択項目を変えると、他の条件区分も変わってきます。 

また、条件区分が無い物も有ります。 
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④計算式の詳細（図中①）が表示されます。各K、R、Zの数式（図中②）には 

適切な構成比、単価が使われています。 K = 機械 R = 労務 Z = 材料という意味になります。 

 

 
 
 

⑤施工パッケージの単価は、設計書へ貼り付けると「市場単価」として貼り付きます。 

貼り付けたい場所を選択（図中①）し、「転送ボタン（図中②）」を使い、貼り付けます。 

 

 
 
 

⑥頂の設計書に「市場単価（図中①）」として貼り付きました。 
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4.【付録】各県の施工パッケージの採用状況を纏めました。（4ページ目） 
平成25年11月下旬においての調査結果になります。 
都道府県 有無 採用時期 施工数 備考 

北海道 ×     開発局が採用しているだけで、北海道ではしてない。 

青森県 ×     来年の10月を採用予定。 

岩手県 ×     来年度中に予定 

宮城県 ×     採用検討中、いつ頃かは不明。 

秋田県 ○ 25年10月1日～ 63   

山形県 ×     採用予定、先の話なのでいつ頃かは明確でない。 

福島県 ×     準備中、いつ適用開始するかは不明。 

茨城県 ×     来年度中には採用する予定。 

栃木県 ○ 25年10月10日～ 全施工   

群馬県 ×     今後採用を予定。説明会をいくつか開催している。 

埼玉県 ×     再来年度以降を予定している。 

千葉県 ×     来年度以降に採用。システム準備中。 

東京都 ×     現状では適用していない。今後も適用するか不明。 

神奈川県 ×     詳細発表なし。 

新潟県 ×     来年の10/1～採用予定。詳細はお答えしていない。 

富山県 ×     採用予定だがいつ頃かは不明。 

石川県 ○ 25年10月1日～ 64   

福井県 ○ 25年7月15日～ 63   

山梨県 ×     採用予定だが、いつ頃か不明。 

長野県 ×     早くて平成27年度の導入を検討している。 

岐阜県 ○ 25年7月1日～ 63   

静岡県 ○ 25年7月1日～ 63未満 舗装を除く施工パッケージを適用している。 

愛知県 ×     来年の10月には採用する予定。 

三重県 ○ 25年10月1日～ 63   

滋賀県 ×     基本的には使わない。移行せざるを得ない時は採用。 

京都府 ×     いつ採用するかは不明。 

大阪府 ×     平成26年1月～、全施工を採用。日は決まってない。 

兵庫県 ○ 25年11月1日～ 63   

奈良県 ×     来年度から採用、何月にするかは検討中。 

和歌山県 ×     採用予定だが、来年か再来年か、時期が未定。 

鳥取県 ○ 25年10月1日～ 63   

島根県 ○ 25年10月1日～ 63   

岡山県 ○ 25年11月1日～ 63   

広島県 ○ 25年8月1日～ 63   

山口県 ○ 25年10月1日～ 63   

徳島県 ×     平成27年度中の運用を検討している。 

香川県 ×     来年度7月の歩掛改定の時に導入を予定している。 

愛媛県 ×     国が採用しているので、将来的には採用する。 

高知県 ×     採用検討中だが、いつ頃かは不明。 

福岡県 ○ 25年10月1日～ 63   

佐賀県 ×     採用予定だが、時期は明確になっていない。 

長崎県 ×     平成26年10月中を採用予定。 

熊本県 ×     来年か再来年を目処としているが、明確ではない。 

大分県 ○ 25年10月1日～ 63   

宮崎県 ×     来年度中の採用を予定している。 

鹿児島県 ×     今後採用予定、いつ頃かは明確ではない。 

沖縄県 ×     採用がいつ頃かは明確でない。 
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